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平成２９年６月５日付け、新ま７・２・１の諮問については、新城市若者議会条例第

２条第１号に基づき、下記のとおり答申します。 

なお、参加した多くの委員は、若者議会に参加したことで自分自身が成長でき満足して

います。特に、様々な世代の方々と交流したことによる自身のネットワークの広がり、新

城を知ることによる新城愛の醸成、挑戦を重ねたことによる人間的な成長、などがあげら

れました。 

以下、若者総合政策の実施に関する事項について意見を表明します。 

 

 

記 

 

１ 若者総合政策について 

○ ３年ごとの見直しについては、現在の４つのテーマを柱として継続することとし、

最終目標を目指して若者総合政策を推進していただきたい。 

 

２ 若者議会の運営について 

○ チームの構成は、チーム数、メンバー人数や構成のバランスがなるべく均等となる

ように考慮していただきたい。 

○ 全体会について、他チームの検討内容に対し全員で意見交換し議決するなど、より

良い政策となるような会議内容としていただきたい。 

○ 全体会と分科会の会議数のバランスを再考いただきたい。 

○ 中間発表については、提案した事業がしっかり深堀りできる場となるようにしてい 

ただきたい。 


